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第１章 稲城市介護支援ボランティア制度の概要等 

 

１ 介護支援ボランティア制度の具体的内容 

 

 稲城市の介護支援ボランティア制度は、介護保険法(平成９年法律第 123号)

第 115条の 45第１項に規定する介護予防事業として、高齢者が介護支援ボラ

ンティア活動を通して地域貢献することを奨励及び支援し、高齢者自身の社会

参加活動を通した介護予防を推進するために実施する事業である。 

 具体的には、高齢者が行った介護支援ボランティア活動の実績を評価したう

えで評価ポイントを付与し、その高齢者の申出により、当該評価ポイントを換

金した介護支援ボランティア評価ポイント転換交付金を交付するものである。 

 この介護支援ボランティアの対象となる高齢者は、稲城市における介護保険

第１号被保険者とし、介護支援ボランティアの対象となる事業及び活動は市長

が指定するものとしている。また、介護支援ボランティアは、市長の指定を受

けた介護支援ボランティア受入機関等で介護支援ボランティア活動を行う。 

 

 

２ 基本方針 

 

 稲城市の介護支援ボランティア制度では、次の基本方針を定めている。 

 

基本方針 

 

・介護支援ボランティア制度は、高齢者がボランティア精神を尊重し、地域におい

て高齢者自らの介護予防を推進するように配慮した運営がなされなければならな

い。 

 

・介護支援ボランティア制度の実施に当たっては、個人情報保護に留意しなければ

ならない。 

 

・介護支援ボランティア制度の運営に当たっては、次の効果を上げることができる

よう配慮しなければならない。 

 (1) 地域ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。 

 (2) 社会参加活動等に参加する元気な高齢者が増加すること。 

 (3) 要介護高齢者等に対する介護支援ボランティア活動に関心が高まること。 

 (4) 介護給付費等の抑制につながること。 
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（参考） 

 稲城市介護支援ボランティア制度の概要（令和４年度）  

１ 概要 

 高齢者の介護支援ボランティア活動実績を評価したうえで評価ポイントを付与し、当該高齢者の申出に

より、当該評価ポイントを換金した「介護支援ボランティア評価ポイント転換交付金」を交付する制度（一

定の社会参加活動をした者に対し、活動実績に応じて、実質的に保険料負担を軽減するもの。） 

 

２ 目的 

 高齢者が介護支援ボランティア活動を通じて地域貢献することを積極的に奨励・支援し、高齢者自身の

社会参加活動を通じた介護予防を推進するため、市民の共同連帯の理念に基づき稲城市介護支援ボランテ

ィア制度を設け、もっていきいきとした地域社会となることを目的とする。 

 

３ 内容 

(1) 制度根拠 

・介護保険法（平成９年法律第 123号）第 115条の 45第１項 

・地域支援事業実施要綱（平成 18年６月９日老発第 0609001号）別記１⑵イ（ウ） 

・稲城市介護保険条例（平成 12年条例第８号）第 15条の６ 

・稲城市介護支援ボランティア制度実施要綱（平成 19年７月９日市長決裁） 

(2) 
介護支援 

ボランティア 
稲城市の介護保険第１号被保険者であり、管理機関へ登録を行った者 

(3) 
介護支援 

ボランティア活動 

市長が指定する介護支援ボランティア事業及び活動 

 

① 介護保険対象施設 ① レクリエーション等の指導、参加支援

② 市が委託する地域支 ② お茶だしや食堂内の配膳、下膳等の補助

援事業（介護予防事業） ③ 喫茶等の運営補助

③ ふれあいセンター ④ 散歩、外出、館内移動の補助

④ 高齢者会食会 ⑤ 模擬店、会場設営、利用者の移動補助、芸能披露等の

⑤ その他 行事の手伝い

⑥ 話し相手

⑦ 施設職員と共に行う軽微かつ補助的な活動

（例－草刈、洗濯物の整理、シーツ交換等）

⑧ その他

（例－高齢者世帯のゴミ出し等）

　事　業 活　動

 

(4) 活動実績の把握 介護支援ボランティアが持参する介護支援ボランティア手帳に活動確認スタンプを押印。 

(5) 
評価ポイント 

の付与 

介護支援ボランティア手帳に押印されたスタンプの数に応じて最大 5,000 ポイントの評価ポイン

トを付与。 

(6) 
評価ポイント 

転換交付金 

介護支援ボランティア手帳を添えて、評価ポイント活用を申し出る。 

交付額は、年度内で最大 5,000円。 

(7) その他 介護保険料の未納又は滞納がある場合、評価ポイント転換交付金は交付しない。 

 

４ 管理機関  稲城市社会福祉協議会（評価ポイントの管理、付与等） 

５ 施行日   平成１９年９月１日 
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３ 管理機関 

  

 稲城市の介護支援ボランティア制度では、介護支援ボランティアの登録、介

護支援ボランティア手帳の交付、介護支援ボランティア評価ポイントの付与及

び管理並びに介護支援ボランティア評価ポイント基金管理の業務は、介護支援

ボランティア管理機関が行う。この管理機関は、稲城市社会福祉協議会とし、

稲城市からの委託を受けて管理機関としての業務を行う。 

 

 

４ 介護支援ボランティア受入機関等 

 

 稲城市介護支援ボランティア制度では、介護支援ボランティアの活動先は市

長が指定を行う。この活動先を「介護支援ボランティア受入機関等」と称し、

介護支援ボランティアの対象となる事業及び活動についての指定を受ける。 

 

 介護支援ボランティアの対象となる事業及び活動の指定要件 

１ 稲城市内の施設又は場所における活動であること。 

２ 介護保険事業に関する活動であること。 

３ ホームヘルプサービスで行うべき業務の代替でないこと。 

４ 事業所等が本来行うべき業務の代替でないこと。 

５ 活動の結果、一定の介護予防の効果が見込まれること。 

 受入機関等がこの指定を受けようとするときは、市長へ申請しなければなら

ない。市長は、この申請に基づき指定し、又は却下したときは、申請者に通知

する。 

 また、市長は、既に指定を受けていた介護支援ボランティアの対象となる事

業及び活動について、その指定を取り消したときは指定を受けていた者に通知

する。 

 受入機関等は、介護支援ボランティアが活動を行った場合は、当該活動時間

等に応じ、回数を単位として評価する。受入機関等は、介護支援ボランティア

活動を１時間につき１回として評価する。ただし、介護支援ボランティア活動

を１日において２時間以上行った場合又は２か所以上で行った場合については

当該活動を２回までとして評価する。この評価の方法は、介護支援ボランティ

ア手帳に活動確認スタンプを押印することによって行う。ただし、社会福祉協

議会のごみ出しなどのちょっとしたボランティアの場合は、継続的な活動につ

いて週１回以上の活動を（回数に関わらず）１回として評価するものとする。 
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５ 介護支援ボランティア活動実績の把握 

 

 介護支援ボランティア活動を行おうとする者は、介護支援ボランティア登録

申請書を管理機関に提出し、管理機関は、介護支援ボランティアに対し、介護

支援ボランティア手帳を交付する。 

 管理機関は、前年度の活動実績について、介護支援ボランティア手帳に押印

されたスタンプの数に応じて評価ポイントを付与することができる。評価ポイ

ントの付与を行ったときは、介護支援ボランティア手帳に介護支援ボランティ

ア活動評価ポイント付与認証印を押印する。 

 介護支援ボランティア手帳は、「健康に心配なし手帳」と称し、オリジナル

のマークを入れた。また、「株式会社よみうりランド」及び、Ｊリーグサッカ

ーチーム「東京ヴェルディ」が介護支援ボランティア制度を応援していること

から、ロゴが記載されている。 

 介護支援ボランティア手帳には、介護支援ボランティアの利便を図るため、

登録事項、制度解説、Ｑ＆Ａ、ボランティア活動の心得、ボランティア活動保

険について、稲城市介護支援ボランティア制度実施要綱、スタンプ押印欄ペー

ジ、評価ポイント記録簿、介護支援ボランティア活動評価ポイント活用申出

書、介護支援ボランティア登録申請書、介護支援ボランティア活動先一覧が収

録されている。 

 

 

６ 評価ポイント 

 

 評価ポイントの付与基準は次のとおりとする。 

活動実績 付与する評価ポイント 

10回から 19回まで 1,000ポイント 

20回から 29回まで 2,000ポイント 

30回から 39回まで 3,000ポイント 

40回から 49回まで 4,000ポイント 

50回以上 5,000ポイント 

 

 活動実績及び評価ポイントは、第三者へ譲渡することはできない。管理機関

は、介護支援ボランティアに付与した評価ポイント数、活用ポイント数及び差

し引き残高ポイント数について、当該付与の日から介護支援ボランティア制度

の廃止の日後２年を経過する日まで、継続的に管理するものとする。 
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７ 評価ポイント転換交付金 

 

 評価ポイントを活用して評価ポイント転換交付金の交付を受けようとする介

護支援ボランティアは、介護支援ボランティア手帳を添えて市長に申出るもの

とする。ただし、介護支援ボランティアの介護保険料にかかる未納又は滞納が

ある場合は、当該評価ポイント転換交付金は交付しない。 

 市長は、この申出があった場合、介護保険料に係る未納又は滞納が無いとき

は、介護支援ボランティア手帳を添付のうえ、管理機関へ伝達するものとす

る。 

 管理機関は、この伝達に基づき、その評価ポイント活用の申出者の蓄積した

評価ポイントを換金し、年度ごとに 5,000円を限度として、評価ポイント活用

の申出者に対して介護支援ボランティア評価ポイント転換交付金を交付する。 

 介護支援ボランティア評価ポイント転換交付金の算定基準は、次のとおりと

する。 

評価ポイント 
介護支援ボランティア 

評価ポイント転換交付金 

1,000ポイント 1,000円 

2,000ポイント 2,000円 

3,000ポイント 3,000円 

4,000ポイント 4,000円 

5,000ポイント 5,000円 

 

 

８ 市民への制度周知方法 

 市民が 65 歳になった際及び 65 歳以上の者が市へ転入した際に、介護保険料

納入通知書と共に介護支援ボランティア周知チラシを同封している。また、稲城

市広報いなぎ（令和４年 11 月１日号）により、市民への制度の周知を行った。 

 

広報いなぎ（令和４年 11月１日号） 
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９ 令和４年度実施に際してのスケジュール 

 

令和４年度実施に際してのスケジュールは、概ね以下のとおりである。 

      

令和４年４月 ・管理機関委託契約（稲城市・管理機関（社会福祉協議会）） 

       ・評価ポイント付与開始 

    ７月 ・評価ポイント転換交付金申請受付開始 

    ８月 ・転換交付金交付開始 

    ９月 ・5,000ポイント達成者によみうりランド入場券・ヴェルディ

観戦ツアープレゼント 

令和５年１月 ・介護支援ボランティア受入機関等意見交換会実施 

３月 ・地域支援事業交付金精算 

（稲城市・管理機関（社会福祉協議会）） 

 

 

１０ 令和３年度決算額、令和４年度決算額及び令和５年度予算額 

 

令和３年度決算額    ９８３，４３１円（管理機関への委託）    

委 託 料 の 積 算 内 訳 金 額 

需用費（消耗品費） 

  事務用消耗品（用紙、インク、ファイル等） 
１７２，０００円 

役務費 

  振込手数料 

  郵送料 

７５，９００円 

４，２００円 

使用料及び賃借料 

 パソコンリース料 
４９，４６４円 

負担金補助及び交付金 

  転換交付金 
４１５，０００円 

事務管理料 １８５，２５３円 

消費税・印紙税 ８１，６１４円 
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令和４年度決算額  １，００５，８１２円（管理機関への委託）    

委 託 料 の 積 算 内 訳 金 額 

需用費（消耗品費） 

  事務用消耗品（用紙、インク、ファイル等） 
１６８，１０９円 

役務費 

  振込手数料 

  郵送料 

７２，８６０円 

２４，０１０円 

使用料及び賃借料 

 パソコンリース料 
４３，９２０円 

負担金補助及び交付金 

  転換交付金 
５１４，０００円 

事務管理料 １４１，３５１円 

消費税・印紙税 ４１，５６２円 

 

令和５年度予算額  １，５７３，６６０円（管理機関への委託）    

委 託 料 の 積 算 内 訳 金 額 

需用費（消耗品費） 

  事務用消耗品（用紙、インク、ファイル等） 
１８３，２１６円 

役務費 

  振込手数料 

  郵送料 

１００，０００円 

３２，２００円 

使用料及び賃借料 

 パソコンリース料 
４１，９４０円 

負担金補助及び交付金 

  転換交付金 

１，０００，０００

円 

事務管理料 １３５，７３６円 

消費税・印紙税 ８０，５６８円 



8 

 

 

 

第２章 稲城市介護支援ボランティア実施状況 

 

１ 介護支援ボランティア登録者数の状況 

 

 介護支援ボランティア登録者数は 925 人（うち昨年度末登録者は 919 人、今

年度新規登録者は６人、令和４年３月 31日現在で転出や死亡等による資格喪失

者は 190人）であった。登録者の年齢構成は、次表のとおりである。 

            （令和５年３月 31日現在：資格喪失者 190人を除く） 

年齢区分（才） 
男性 女性 全体 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 

  ６５－６９ 1人 11.1% 8人 88.9% 9人 1.2% 

  ７０－７４ 10人 9.5% 95人 90.5% 105人 14.3% 

  ７５－７９ 29人 13.4% 187人 86.6% 216人 29.4% 

  ８０－８４ 37人 15.5% 201人 84.5% 238人 32.4% 

  ８５－   34人 20.4% 133人 79.6% 167人 22.7% 

合 計 111人 15.1% 624人 84.9% 735人 100.0% 

 

 

２ 介護支援ボランティアの評価ポイント付与状況及び交付金申請者 

 

 令和４年度登録者 925人のうち交付金申請者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000ポイント 27人 27,000ポイント 

2,000ポイント 71人 142,000ポイント 

3,000ポイント 23人 69,000ポイント 

4,000ポイント 14人 56,000ポイント 

5,000ポイント 44人 220,000ポイント 

合 計 179人 514,000ポイント 
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３ 介護支援ボランティア受入機関等数の状況 

 

 介護支援ボランティア受入指定を受けた団体は 25団体であった。 

 内訳は、社会福祉法人が６団体、株式会社が 11団体、有限会社が２団体、Ｎ

ＰＯ法人が２団体、医療法人が１団体、公共団体が１団体、その他の団体が２団

体であった。 

 指定を受けた活動内容は、「（１）レクリエーション等の指導、参加支援」が 24

団体、「（２）お茶だし、食堂内の配膳、下膳等の補助」が 12団体、「（３）喫茶

等の運営補助」が 12 団体、「（４）散歩、外出、館内移動の補助」が 16 団体、

「（５）模擬店、会場設営、利用者の移動補助、芸能披露等の行事の手伝い」が

17団体、「（６）話し相手」が 19団体、「（７）施設職員と共に行う軽微かつ補助

的な活動」が 15団体、「（８）その他（高齢者世帯のゴミ出し等）」が１団体であ

った。 
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介護支援ボランティアの受け入れ団体の指定申請の受付状況 

指定団体名など（全 25団体） 
活動内容（※） 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

稲城市（介護予防推進事業）     対象    

稲城市社会福祉協議会 

（ふれあいセンター事業） 
対象    対象 対象 対象 対象 

ペアウェル多摩川 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象  

ＮＰＯ法人 支え合う会みのり 

（高齢者会食会など） 
対象 対象  対象 対象 対象 対象  

ベストライフたま 対象  対象 対象 対象 対象 対象  

平尾会（ひらお苑） 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象  

博愛会（ハーモニー松葉） 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象  

いなぎ苑 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象  

いなぎ正吉苑 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象  

NPO法人 NPOふれあい広場ポーポーの木 対象  対象  対象    

デンマークイン若葉台 対象 対象  対象 対象 対象 対象  

ニチイホーム稲城 対象     対象 対象  

稲城市赤十字奉仕団 対象    対象    

アクアメイト稲城通所介護事業所 対象 対象  対象 対象 対象 対象  

そんぽの家稲城矢野口 対象 対象 対象 対象  対象   

稲城柔道接骨師会デイサービス 対象     対象 対象  

平尾ベルの会 対象  対象  対象    

やのくち正吉苑 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象  

そんぽの家 S稲城長沼 対象  対象 対象  対象   

そんぽの家 S稲城 対象  対象 対象  対象 対象  

小規模多機能型居宅介護みんなの家・稲城長沼 

グループホームみんなの家・稲城長沼 
対象 対象  対象 対象 対象 対象  

稲城ケアセンターそよ風 対象 対象   対象 対象   

看多機かえりえ平尾 対象   対象  対象   

コーシャハイム平尾 対象   対象     

コンパスウォーク稲城 対象        

活動内容（※）(1) レクリエーション等の指導、参加支援 

(2) お茶だしや食堂内の配膳、下膳等の補助 

(3)  喫茶等の運営補助 

(4)  散歩、外出、館内移動の補助 

(5) 模擬店、会場設営、利用者の移動補助、芸能披露等の行事の手伝い 

(6) 話し相手 

(7) 施設職員と共に行う軽微かつ補助的な活動 

                （例 草刈、洗濯物の整理、シーツ交換等） 

  (8) その他（例 高齢者世帯のゴミ出し等） 
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第３章 稲城市介護支援ボランティア実施状況アンケート調査 

 

１ 調査目的 

介護支援ボランティア登録者について、令和４年度の活動状況並びに制度へ

の感想・要望を明らかにし、今後の制度運営への資料とする。 

 

 

２ 調査方法等 

1．調査対象 介護支援ボランティア活動者  

2．調査方法 次年度手帳交付時に用紙を配布し、任意で回答を依頼 

3．調査時期 令和５年３月下旬から５月下旬 

4．回収結果 有効回収数 26枚 

 

 

３ 調査結果 

 

1. 活動期間及び頻度について・・・３年以上の活動者が８割となった。 

活動頻度に関しては、１月あたり５回未満が６割となり、週１回もしくは２

週間に１回程度の活動が中心となっている。 

2. 介護支援ボランティア制度について・・・７割が良い制度であると評価して

いる。 

3. 健康観の変化について・・・７割の活動者が「張り合いが出てきた」、「健康

になった」という良い健康観の変化を感じている。また、変わらないと回答

した登録者は２割程度いる。 

4. 現在の活動状況について・・・ふれあいセンターや NPO法人での活動を中心

に行われており、人とのかかわりの中で楽しまれて活動されている様子がわ

かった。 

5. 介護支援ボランティア手帳について・・・掲載内容についてのご意見はなか

ったが、手帳の運用に関するご意見があがった。 

6. 制度についての自由記載・・・ボランティアを通じて、人とのかかわりや助

け合いができたり、勉強しながら楽しんでいるというご感想があがった。制

度改善については、若い層へのボランティアの呼びかけに関するご意見があ

がった。 

 

※アンケートの自由記載欄に関する回答は一部修正、省略して掲載しています。 
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【 令 和 ４ 年 度 活 動 分 】  

介 護 支 援 ボ ラ ン テ ィ ア 制 度 ア ン ケ ー ト  

 

                             26枚回収 

 

1. 介護支援ボランティアとしての活動期間および活動頻度をお教えください。 

活動期間  

１年未満 0人 0.0％ １～２年 2人 7.7％ 

２～３年 1人 3.8％ ３年以上 21人 80.8％ 

無回答 2人 7.7％ 合計 26人 100.0％ 

 

活動頻度（１月あたり） 

５回未満 17人 65.4％ ５回以上 8人 30.8％ 

無回答 1人 3.8％ 合計 26人 100.0％ 

 

2. 介護支援ボランティア制度について、どのように思いますか。（ひとつのみ

回答） 

① 良い制度だと思う 19人 73.1％ 

② 普通の制度だと思う 4人 15.4％ 

③ 見直しが必要だと思う 1人 3.8％ 

④ その他 0人 0.0％ 

⑤ 無回答 2人 7.7％ 

合計 26人 100.0％ 

 

3. 介護支援ボランティアの活動によって、健康面や精神面に変化はありました

か。（いくつでも回答可） 

① 張り合いが出てきた 15人 48.4％ 

② 健康になった 7人 22.6％ 

③ 変わらない 7人 22.6％ 

④ 体調をくずした 0人 0.0％ 

⑤ その他 0人 0.0％ 

⑥ 無回答 2人 6.4％ 

合計 31人 100.0％ 

 

4. 介護支援ボランティアにおいて、現在の活動状況を教えてください。また、

この１年間で生活や体調に変化等がありましたら自由にご記入ください。

（概要記載） 
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月２回、お茶飲みや食事会の準備の活動をしています。 

月１回、会食会に参加しています。料理の買い出しや、食事の準備をみんなでし

て、楽しんでいます。 

食事の準備をして、みんなで活動について話し合いながら会食会を行っていま

す。 

家では協力して料理をすることはできないので、みんなで頭を使いながら、協力

して美味しい料理が作れたときは、喜びを感じます。 

ふれあいセンターの講習会等の準備をしている。 

利用者さんへお茶出しをしたり、手工芸の手伝いをしている。 

１年間で体調の変化はなく続けられており、絵のお手本を描くのが楽しいです。 

ホームのボランティアをやっていましたが、現在はボランティアがいらないよう

で寂しいです。 

今は歳をとって動きが遅くなっていますが、ボランティアをすることで張り合い

が出ます。ボケ防止のつもりで頑張っています。 

手芸やちぎり絵を通して、生活にメリハリが出てきた。 

ボランティアをしているという意識はありませんが、お年寄りとお話をすると、

参考になっていいです。 

 

5. 介護支援ボランティア手帳について、掲載してほしい情報があれば教えてく

ださい。（概要記載） 
毎年度末頃、ポイント申請・交付金申請のため、次年度の新しい手帳と交換す

るような形で手元の手帳を提出していますが、毎年継続している方には、団体

でまとめて提出できるようにしてほしいです。 

 

6. 介護支援ボランティア制度について、ご感想・ご意見等ありましたら自由に

ご記入ください。（概要記載） 

人と関わりを持てるのがいいです。 

続けていけたらいいと思う。 

良い制度だと思います。私自身、歳を取って体力が劣っていくのを感じています

が、皆様とともに、助け合いながら活動できることはいいことだと思います。 

皆様に会い、勉強になることが多く、毎日の生活に役に立っている。これからも

仲良く楽しく皆様に接していきたいです。 

若い層にボランティアの呼びかけなどをして、参加を促していけたらと思いま

す。 
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第４章 稲城市介護支援ボランティア受入機関等意見交換会 

 

１ 意見交換会の開催目的 

稲城市介護支援ボランティア受入機関等との情報交換を通して制度をより

良いものにしていくこと、また受入機関等で制度運営上困っている点や疑問点

などを解消することを目的として開催した。 

 

 

２ 意見交換会に向けたアンケート調査 

意見交換会開催にあたって、受入機関等の現状や議題の選定等を目的として、

アンケート調査を実施した。 

 

1. 調査対象 介護支援ボランティア受入機関等 24団体 

2. 調査方法 メール、ＦＡＸ、郵送による回収 

3. 調査時期 令和４年 12月から令和５年１月 

4. 回収結果 有効回収数 24団体  

5. アンケート調査結果 

 

 介護支援ボランティアの受入状況について 

問１ 令和４年 11月現在、介護支援ボランティアを受け入れていますか。 

答１ 

① 受け入れている 11機関 45.8％ 

② 受け入れていない 13機関 54.2％ 

合計 24機関 100.0％ 

  「②受け入れていない」と回答した機関のうち、令和２年１月～４月以降、 

  受け入れを停止している機関が約 61.5％でした。 

 

問２ 問１で「①受け入れている」と回答された方にお伺いします。新型コロ

ナウイルス感染症の影響等で、受け入れなかった期間はありますか。 

答２ 

① ある 6機関 54.5％ 

② ない 4機関 36.4％ 

③ 無回答 1機関 9.1% 

合計 11機関 100.0％ 

  「①ある」と回答した機関で受け入れなかった期間は各機関で異なり、緊 

急事態宣言や新型コロナウイルス感染者数の増加に合わせて、随時受け入 

れを停止していました。 
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問３ 問１で「①受け入れている」と回答された方にお伺いします。介護支援

ボランティアは、週にどの程度活動していますか。 

答３ 

① ほぼ毎日（週５日程度） 1機関 9.1％ 

② 週３～４日程度 5機関 45.5％ 

③ 週１～２日程度 1機関 9.1％ 

④ 不定期 3機関 27.3％ 

⑤ その他 0機関 0.0％ 

⑥ 無回答 1機関 9.1％ 

合計 11機関 100.0％ 

 

問４ 問１で「①受け入れている」と回答された方にお伺いします。現在、各

曜日およそ何人の介護支援ボランティアが活動されていますか。 

答４ 

社会福祉法人① 

  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

午前 2人 0人 2人 0人 0人 0人 0人 

午後 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

 

社会福祉法人② 

  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

午前 1人 1人 1人 1人 1人 1人 0人 

午後 1人 1人 1人 1人 1人 1人 0人 

 

民間事業者① 

  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

午前 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

午後 0人 0人 0人 0人 0人 0人 3人 

 

民間事業者② 

  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

午前 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

午後 0人 0人 1人 1人 1人 0人 0人 
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民間事業者③ 

  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

午前 0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 

午後 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

 

NPO法人① 

  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

午前 15人 7人 22人 19人 18人 0人 0人 

午後 15人 7人 22人 19人 18人 3人 0人 

 

NPO法人② 

  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

午前 1人 0人 1人 0人 1人 0人 0人 

午後 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

 

NPO法人③ 

  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

午前 8人 0人 0人 5～7人 0人 8人 0人 

午後 8人 5～7人 0人 5～7人 0人 8人 0人 

 

問５ 問１で「①受け入れている」と回答された方にお伺いします。貴機関・施 

設ではボランティアを最大で何人くらいまで受け入れ可能ですか。 

答５ 

① １～５人程度 5機関 45.5％ 

② ６～10人程度 3機関 27.3％ 

③ 無回答 3機関 27.3％ 

合計 11機関 100.0％ 

 

問６ 問１で「①受け入れている」と回答された方にお伺いします。ボランテ

ィアの受け入れ状況はいかがですか。 

答６ 

① もっと受け入れたい 3機関 27.3％ 

② これ以上は受け入れられない 1機関 9.1％ 

③ ちょうどいい 5機関 45.5％ 

④ 無回答 2機関 18.2％ 

合計 11機関 100.0％ 
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問７ 問１で「①受け入れている」と回答された方にお伺いします。令和４年

11月現在、受け入れの活動内容は何ですか。該当するものすべてに○を

つけてください。 

答７ 

① レクリエーション等の披露、指導、参加

支援 
6機関 24.0％ 

② 配膳、下膳などの補助 5機関 20.0％ 

③ 喫茶などの運営補助 3機関 12.0％ 

④ 散歩、外出、館内移動の補助 1機関 4.0％ 

⑤ 行事等の手伝い（模擬店、会場設営、芸

能披露、利用者の移動補助等） 
4機関 16.0％ 

⑥ 話し相手 2機関 8.0％ 

⑦ 洗濯物の整理 1機関 4.0％ 

⑧ 草木の水やり、草刈り 0機関 0.0％ 

⑨ シーツ交換の補助 0機関 0.0％ 

⑩ 衣服の繕い、リフォーム 0機関 0.0％ 

⑪ その他 3機関 12.0％ 

合計 11機関 100.0％ 

「⑪その他」と回答された内容には、広報誌の手伝いやゴミ出しに関する

ことでした。 

 

問８ 問１で「①受け入れている」と回答された方にお伺いします。ボランテ

ィアが貴機関に入室しない形で、導入を検討しているものや、実施した

いものはありますか。該当するものすべてに〇をつけてください。 

答８ 

① 電話傾聴 2機関 16.7％ 

② オンライン傾聴 1機関 8.3％ 

③ オンラインレク 2機関 16.7％ 

④ 特にない 4機関 33.3％ 

⑤ その他 0機関 0.0％ 

⑥ 無回答 3機関 25.0％ 

合計 12機関 100.0％ 

 

問９ 問１で「①受け入れている」と回答された方にお伺いします。受け入れ

るために工夫していることや取り組んでいることがあれば、ご記入くだ

さい。 

答９ 

≪感染対策について≫ 

 利用者と接触しないボランティアをお願いしている。 

 1度のボランティア受入人数を制限している。 

 入室いただく際に検温やマスク、フェイスシールドを着用いただいている。 
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 ボランティアの体調が優れない時は、お休みいただき、無理のない範囲で

活動していただいている。 

 

   ≪環境について≫ 

 ボランティアが活動しやすい職場の環境づくりに徹している。 

 ボランティアのスケジュールを優先している。 

 入浴の曜日を変更したりし、レクリエーションの時間をつくる。 

 

≪介護支援ボランティアの周知について≫ 

 会員から知り合いの方へ情報発信したり、ブログで紹介したりし、広く発信

している。 

 

問 10 問１で「①受け入れている」と回答された方にお伺いします。受け入れ

の際に、課題や問題となっていることがあれば、ご記入ください。 

答 10 

 言葉遣いや行き違いのないようにすること。 

 80 歳以上の方が多く、無理のない範囲で活動していただくためにどうした

らよいかを考えるのが今後の課題だと思う。 

 活動が不定期になりやすく、どこまで管理してよいかの線引きが不透明。 

 

問 11 問１で「②受け入れていない」と回答された方にお伺いします。今後受

け入れ再開の予定はありますか。 

答 11 

① ある 1機関 7.7％ 

② あるが、時期は未定 9機関 69.2％ 

③ ない 2機関 15.4％ 

④ 無回答 1機関 7.7％ 

合計 13機関 100.0％ 

 

問 12 問１で「①受け入れている」と回答されて方にお伺いします。受け入れ

られないことで生じた課題や問題があれば、ご記入ください。 

答 12 

 レクリエーション活動が減ったことで、利用者の交流や刺激が減り、QOLや

ADL も低下しています。 

 受け入れをしていないことで、レクリエーション活動のパターンが決まり、変

化がなくなってきています。 

 新型コロナウイルスの感染により、継続的な受け入れができていません。 

 人手不足で、ボランティアが提供していた活動を職員が担当する余裕があ

りません。 

 活動員の数が減少し、介護支援ボランティアまで手がまわりません。 
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問 13 ボランティア受入機関としてこの制度についてご意見、ご感想、困った

こと、運営上の疑問などをご記入ください。 

答 13  

 新型コロナウイルス感染症が落ち着いてくれば、再開したいです。 

 ボランティアに参加することで、その方の楽しみや喜び、人とのふれあいで

元気になってもらえたら、受け入れ機関としては嬉しい限りです。 

 職員が人手不足のため、ボランティア活動が大変助かっています。 

 ポイント交付金の上限が低すぎます。 

 ボランティアを受け入れる際の手続き等がわかりません。 

 大変助かっている制度です。正式な雇い入れに進展するような機会を設け

ていただけるといい。 

 

介護支援ボランティア全般について 

問 14 貴機関・施設ではボランティア受け入れの担当者はいらっしゃいますか。 

答 14 

① いる 14機関 58.3％ 

② いない 9機関 37.5％ 

無回答 1機関 4.2％ 

合計 24機関 100.0％ 

 

問 15 ボランティアの活動に関して特記することがありましたら、ご記入くだ

さい。 

答 15 

 ボランティアの皆様には感謝しております。これからご活動を期待していま

す。入居者の皆様はお話し大好きな方が多く、話を聞いてくださる環境が

多いほど、元気になっていただけます。また、ボランティアの皆様が受入機

関に対して要望がありましたら遠慮なく発信してください。 

 高齢化社会の進む中、ボランティア活動がボランティアさん自身の健康維

持に大いに役立っているように思います。 

 スタッフの継続した努力があったため、現在活動に参加する中で楽しみな 

がらお手伝いができる体制が作れたように思います。 

 

その他 

問 16 意見交換会において、各受入機関に聞きたいことがあればご記入くださ

い。 

答 16 省略します。 
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３ 介護支援ボランティア受入機関等意見交換会次第 

 

介護支援ボランティア受入機関意見交換会 次第 
日 時：令和５年１月 24 日(火) 10時～11時 30分 

場 所：稲城市役所６階 601会議室 

 

開会 

 

議題 

１ 介護支援ボランティア制度について 

(1) 市役所高齢福祉課より 

  ・制度の趣旨について 

・令和３年度実施報告書について 

(2) 社会福祉協議会より 

  登録など事務の流れについて 

 

２ 提案議題等 

(1) 出席事業者より自己紹介及び現在の受け入れ状況について 

(2) ボランティア受入再開の判断基準について 

(3) ボランティアの健康状態の確認方法について 

(4) コロナ禍におけるボランティア活動の実施方法について 

 

３ 介護支援ボランティアに関するご意見・ご質問 
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４ 介護支援ボランティア受入機関等意見交換会議事録 

 

【開催日時】令和５年１月 24日（火）10時 00分～11時 30分 

【開催場所】稲城市役所６階 601会議室 

【参加団体】受入機関等４団体４人、社会福祉協議会１人、市事務局２人 

 

※意見交換会の発言順・会話の流れなどは考慮せず、受入機関等毎に今回の意

見交換会で出た意見をまとめることで議事録とする。 

 

【議題１】現在のボランティアの受け入れ状況について 

〇活動は会食会や本部でたまり場活動を行っている。 

会食会には現在 86名が活動しており、65歳以上になられたら、介護支援ボラ

ンティアをご案内しているため、９割以上が登録している。コロナ禍で十分な活

動が難しかったときも、ボランティアが集まり次の会食会に向けてミーティン

グをしたり、試食の提案をしたりし、活動を続けていった。 

たまり場活動では、冊子づくりを手伝っていただいている。活動内では趣味中

心の活動もあるが、それはボランティアの対象外とし、冊子づくりに関する印

刷・製本はボランティアに該当するものとして取り扱っている。 

〇現在、ボランティアの受け入れは中止している。昨年の夏に、社協と調整をは

じめ受け入れ再開を検討していたが、第８波が来る前にクラスターにより断念

した。２月以降は、状況に合わせながら受け入れ体制を整えていきたいと考えて

いる。利用者の QOLや ADLが落ち込んでいるため、他の受入機関で行っている取

り組みを教えてほしい。 

〇昨年１月ごろから、介護支援ボランティア以外のボランティアを社協と調整

をし、受け入れを再開している。スタッフやスタッフの家族が陽性となり自宅待

機となるケースは度々あるが、利用者に陽性者が出たことはなく、イベントも昨

年から実施している。介護支援ボランティアについても受け入れが可能である

ため、どのように手続き等準備を進めていけばよいか教えてほしい。 

〇定期的にボランティアを受け入れ、麻雀や習字のサポート役を受け入れてい

る。すでにコロナ禍だった２年前から担当しているが、その頃からすでに麻雀や

習字のボランティアは受け入れていた。新たなボランティアを受け入れたこと

がないため、今回協力依頼ができればと思い、参加した。面会のみ必要最小限の

時間で実施するよう規制しており、入館規制は設けていない。昨年３月のクラス

ター発生以降、リスクを抑え、利用者の QOLを維持していくことが課題となって

いる。 

 

【議題２】ボランティア受入再開の判断基準について 

〇月１回、会食会のリーダーミーティングを行い、10会場のリーダーが集ま

る。団体として見解を一つにしてもらいたいという声が挙がったが、リーダー

のコロナに対する方針にばらつきがあり、見解を一つにしてしまうと消極的な

活動となってしまう。そこで、感染予防のルールを決め、継続していくことを

念頭に入れながら、活動に参加するかはボランティア自身の判断に委ね、でき

る範囲で実施している。 
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〇再開は、法人からの通達により、ホーム長の判断に委ねられている。家族面

会は人数制限をし、応接室のみで行っていたが、２月からは居室面会からして

いく予定で、それに合わせてボランティアの受け入れ再開も検討しているが懸

念している部分もある。11月末にクラスターが発生したのは、認知症の入所者

が陽性となり、施設内を出歩かれたためにすぐに広がってしまった。そのた

め、外部の方の受け入れが消極的になっている。その他、再開の目安は、今後

のコロナ株等、社会情勢によって判断していくこととなるだろう。 

〇再開は、本社からの通達により、ホーム長の判断に委ねられている。初年度は

面会を中止していたが、段々と緩和させている。レクリエーションの受け入れを

積極的に行うような方針で、熱や咳等の症状がなければ受け入れ可能としてい

る。万一クラスターが起こったときは、受け入れを中止し、居室隔離やガウン装

着による対応を想定している。施設の受け入れ状況については、その都度、ボラ

ンティアと連絡調整することとなるだろう。 

〇再開は、本社からの通達により、ホーム長の判断に委ねられている。アクテ

ィビティは会話を除いた声を発しない活動としているが、入居者からは歌の要

望もあり、コロナの感染対策と利用者の要望がマッチングしない。アクティビ

ティを考える上でどこまで利用者の要望に応えるか、スタッフも苦慮してい

る。クラスター発生以降は活動が消極的になりがちだが、最低限の感染予防策

を行い、極力今まで通りのイベントを行い、クラスターが発生した場合の対策

に重点を置いた方がいいと考えている。そのため、徐々にコロナ禍以前の取り

組みを再開をしていくよう計画を練るようにしている。ボランティアの方から

利用者やボランティア自身のリスクを考え、休みの連絡をいただくことがあ

り、来られるときに来てもらうようにしている。 

 

【議題３】ボランティアの健康状態の確認方法について 

〇当日の体調を見て、自己判断で来てもらっている。入室時は検温を行い、会

食会に参加される方は年に最低２回検便を行っている。コロナ禍１年目はコロ

ナの実態が分からず、社会の状況に合わせ閉鎖的な活動となったため、２年目

になり健康状態やフレイル状態が悪くなってしまった方がいた。社会参加をす

ることでフレイル予防にもつながるため、感染予防対策と同時にフレイル予防

も必要だと実感しており、できる方からできる範囲での活動を行うようにして

いる。 

〇昨年の夏に社協と調整をし、相談員に来ていただいたとき、近親者等のコロナ

感染の状況確認については社協を信用し、尋ねなかった。今後ボランティア枠を

増やすのであれば、把握が必要だと考えている。外部の方が入室される際は、体

調確認の記入と検温を行っている。検温は 37.0℃以上は入室不可とし、外部の

方にはフェイスシールドの装着、手洗い（場合によって手袋も）を行っているが、

２月以降は緩和していきたいと検討している。 

〇スタッフは、PCR検査を毎週会社で行っている。同居家族が感染し、自宅待機

している間に本人も感染するケースが多く、ボランティアの同居家族について

も自己申告にはなるが、徹底するようにしている。１～２日居室から出ないよ

うにするだけでADLが低下し、ターミナル期に近い状態になられる入居者もいる

ため、今後も徹底していきたい。その他、入室時は手洗いうがい等の感染予防

をお願いしている。傾聴ボランティアに来ていただいており、居室内で30分程

度、食堂でも利用者の少ない場合は活動をお願いしている。 
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〇入室時、検温・消毒・マスク着用をし、体調は自己申告で入室制限は設けてい

ない。デジタルの検温は行っているが、外部気温に左右されるため、最低限マス

ク着用と消毒は徹底している。家族や近親者のコロナ感染状況については、自己

申告いただくようになっている。 

 

【議題４】コロナ禍におけるボランティア活動の実施方法について 

〇会食会後、アクティビティを行い、座ってできる手足を使った体操や歌、脳

トレ、新手の詐欺に関する話等をしている。参加者は自立度も趣味も異なるた

め、趣味に偏った内容にすると興味が分かれる。そのため、月に即したイベン

トを行っている。高齢者は競争好きな方が多いため、５月の鯉のぼりにちな

み、新聞紙を手で長く切ることができた方が勝ちとしてゲームを行ったり、７

月の七夕に合わせ、折り紙で七夕飾りを作った。折り紙は不得意の方もいるた

め、わっか作りにし、全員が作ったものを一つにすることで、共同作品を完成

させることができた。体と脳を使った遊びは参加者全員で楽しめたし、わっか

作りは切る動作と貼り付ける動作だけのため、個人差は出るが、コロナ禍で共

同作業が難しい時代に一つにまとめることで達成感を味わうことができた。 

〇ボランティアの受け入れ自体が厳しいため、職員の中で模索しているが、利

用者のQOL低下が目立つ。習字についても、手本を見ながら淡々と書くような活

動となっている。他の施設の取り組みでは、飛沫防止のためホワイトボードを

立てて活動を行った施設や、大型紙芝居を行ったところもあるという。麻雀は

会話をしなくても行うことができるため、参考にしたいと思った。 

〇QOL向上のために食事後、体操を行っている。利用者のイベントの好みは分

かれるため、月２回程度にとどめ、フラワーアレンジメント（有料）や施設周

りの散歩などできる範囲で活動をしている。 

コロナ禍以前に書道のボランティアに来ていただいていたが、コロナ禍に入

ってから自然消滅してしまった。書道を行っていたことで、書道好きな方が意

外と多いことに気づかされた。 

 その他、子供食堂の実施を検討しており、昨年社員の子供に下膳をしてもら

った。高齢者の方は子供をみると元気が出るようで話が弾んだ。今後、コロナ

の状況をみながら毎月実施する予定でいる。コロナ以前には施設内でハロウィ

ンも実施していたが、コロナによって開催が難しくなった。 

〇サ高住のため自由度が高い。入居者の自立度は様々で、体操や塗り絵を１～２

日おきに行うが、好き嫌いが偏る。自立度の高い方からは、マンネリや飽きてき

たとの意見もあるが、プログラムは介護度重度の方を中心に作成しているため、

簡易的な内容となる。内容を均一化するのは難しく、重度の方でも参加できる内

容と、自立度の高い方が楽しめる内容を織り交ぜながら実施していくしかない。

楽しめる内容を委員会で検討しているが、スキルの必要な活動もあるため、職員

の中で行うには難しい。そのため、ボランティアにはスキルをお持ちであれば、

存分に発揮いただき、入居者と共に楽しめるような内容にしたいと考えている。 

 

【議題５】介護支援ボランティア制度に関するご意見・ご質問 

○ボランティアグループの活動も時期によって可能かどうか変動があるのでは

ないかと思う。活動状況の情報を一斉メール配信などで流しているか。 

 日々の業務の中で、情報があると気づきも得られる。流していないようであ

れば、今後どのような形でも構わないため、情報提供していただきたい。 
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現在、情報として定期的に配信していないため、参考にし、検討します。 

 

○ボランティアは、希望条件の挙げ方などどのような形で受け入れ可能か。 

ボランティアには週何曜日活動できるというのが分かると活動しやすいとお伝

えしており、どの程度活動するかは機関ごとに調整していくようになる。ボラ

ンティア一人にお茶出しや話し相手など、複数の活動内容を行ってもらうこと

もできる。 
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第５章 介護予防効果の検証 

 

１ 稲城市介護支援ボランティア制度の保険料抑制効果からみる介護予防効果 

 

 稲城市介護支援ボランティア制度の介護予防効果（新規認定率）を保険料抑制

という観点から捉えるとどの程度の効果をもたらすのか、試算を行った。 

 この試算は、令和３年度に稲城市介護支援ボランティア制度が導入されてい

たことによる保険料抑制効果を、令和４年度に確定した令和３年度の各実績を

用いて計算したものである。 

 介護支援ボランティア制度の費用効果（２，９０３，７６３円）から、介護支

援ボランティア制度に要した費用（９８３，４３１円）を控除することにより、

稲城市介護支援ボランティア制度を実施したことによる費用利得は年額１，９

２０，３３２円となる。これを介護保険料に当てはめると、一人一月あたり１．

８円の介護保険料抑制効果があると試算される。 



26 

 

 

 

 

  



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 資 料 

  



28 

 

 

 

  稲城市介護支援ボランティア制度実施要綱 

（平成 19年 7月 9日市長決裁） 

 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、介護保険法(平成９年法律第 123号)第 115条の 45第１項

に規定する介護予防事業として、高齢者が介護支援ボランティア活動を通し

て地域貢献することを奨励及び支援し、高齢者自身の社会参加活動を通した

介護予防を推進するため、市民の共同連帯の理念に基づき、稲城市介護支援ボ

ランティア制度（以下「介護支援ボランティア制度」という。）を設け、もっ

て生き生きとした地域社会をつくることを目的とする。 

 （基本方針） 

第２条 介護支援ボランティア制度は、高齢者がボランティア精神を尊重し、地

域において高齢者自らの介護予防を推進するように配慮した運営がなされな

ければならない。 

２ 介護支援ボランティア制度の実施に当たっては、個人情報保護に留意しな

ければならない。 

３ 介護支援ボランティア制度の運営に当たっては、次の効果を上げることが

できるよう配慮しなければならない。 

 (1) 地域ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。 

 (2) 社会参加活動等に参加する元気な高齢者が増加すること。 

 (3) 要介護高齢者等に対する介護支援ボランティア活動に関心が高まるこ

と。 

 (4) 介護給付費等の抑制につながること。 

 （介護支援ボランティア制度） 

第３条 介護支援ボランティア制度は、高齢者が行った介護支援ボランティア

活動の実績を評価したうえで評価ポイントを付与し、当該高齢者の申出によ

り、当該評価ポイントを換金した介護支援ボランティア評価ポイント転換交

付金を交付するものとする。 

２ 介護支援ボランティアの対象となる高齢者は、稲城市における介護保険第

１号被保険者とする。 

３ 介護支援ボランティアの対象となる事業及び活動は、市長が指定するもの

とする。 

４ 介護支援ボランティアは、第５条第１項の指定を受けた介護支援ボランテ

ィア受入機関等で介護支援ボランティア活動を行うものとする。 

 （管理機関） 

第４条 介護支援ボランティアの登録、介護支援ボランティア手帳の交付、介護

支援ボランティア評価ポイントの付与及び管理並びに介護支援ボランティア

評価ポイント基金管理は、介護支援ボランティア管理機関（以下「管理機関」

という。）が行うものとする。 
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 （介護支援ボランティア受入機関等） 

第５条 介護支援ボランティア受入機関等（以下「受入機関等」という。）は、

あらかじめ第３条第３項に規定する介護支援ボランティアの対象となる事業

及び活動について、市長から指定を受けなければならない。 

２ 受入機関等が前項の指定を受けようとするときは、「稲城市介護支援ボラン

ティア（事業・活動）指定申請書」（様式第１号）により市長へ申請しなけれ

ばならない。 

３ 市長は、前項の申請に基づき指定し、又は却下したときは、稲城市介護支援

ボランティア（事業・活動）指定・却下決定通知書（様式第２号）により申請

者に通知するものとする。 

４ 市長は、既に指定を受けていた介護支援ボランティアの対象となる事業及

び活動について、その指定を取り消したときは、稲城市介護支援ボランティア

（事業・活動）指定取消決定通知書（様式第３号）により指定を受けていた者

に通知するものとする。 

５ 受入機関等は、介護支援ボランティアが活動を行った場合は、当該活動時間

等に応じ、回数を単位として評価するものとする。 

６ 受入機関等は、介護支援ボランティア活動を１時間につき１回として評価

するものとする。ただし、介護支援ボランティア活動を１日において２時間以

上行った場合又は２か所以上で行った場合については、当該活動を２回まで

として評価するものとする。 

７ 評価の方法は、介護支援ボランティア手帳に活動確認スタンプを押印する

ことによって行うものとする。 

８ 前項に規定する活動確認スタンプの様式は、管理機関が別に定める。 

 （介護支援ボランティア活動実績の把握） 

第６条 介護支援ボランティア活動を行おうとする者は、介護支援ボランティ

ア登録申請書を管理機関に提出するものとする。 

２ 管理機関は、介護支援ボランティアに対し、介護支援ボランティア手帳を交

付するものとする。 

３ 介護支援ボランティア登録申請書及び介護支援ボランティア手帳の様式は、

管理機関が別に定める。 

４ 管理機関は、前年度の活動実績について、介護支援ボランティア手帳に押印

されたスタンプの数に応じて評価ポイントを付与することができる。 

５ 管理機関は、前項の規定により評価ポイントの付与を行ったときは、介護支

援ボランティア手帳に介護支援ボランティア活動評価ポイント付与認証印を

押印するものとする。 

６ 介護支援ボランティア活動評価ポイント付与認証印の様式は、管理機関が

別に定める。 
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 （評価ポイント） 

第７条 評価ポイントの付与基準は次のとおりとする。 

活動実績 付与する評価ポイント 

10回から 19回まで 1,000ポイント 

20回から 29回まで 2,000ポイント 

30回から 39回まで 3,000ポイント 

40回から 49回まで 4,000ポイント 

50回以上 5,000ポイント 

 

２ 活動実績及び評価ポイントは、第三者へ譲渡することはできない。 

３ 管理機関は、介護支援ボランティアに付与した評価ポイント数、活用ポイン

ト数及び差し引き残高ポイント数について、当該付与の日から介護支援ボラ

ンティア制度の廃止の日後２年を経過する日まで、継続的に管理するものと

する。 

 （評価ポイント転換交付金） 

第８条 評価ポイントを活用して評価ポイント転換交付金の交付を受けようと

する者は、介護支援ボランティア評価ポイント活用申出書（様式第４号）に介

護支援ボランティア手帳を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 介護支援ボランティアの介護保険料にかかる未納又は滞納がある場合は、

当該評価ポイント転換交付金は交付しないものとする。 

３ 市長は、第１項の申出があった場合において、当該介護支援ボランティアに

介護保険料に係る未納又は滞納が無いときは、介護支援ボランティア活動評

価ポイント活用申出伝達書（様式第５号）に介護支援ボランティア手帳を添付

のうえ、管理機関へ伝達するものとする。 

４ 管理機関は、前項に規定する伝達に基づき、当該評価ポイント活用の申出者

の蓄積した評価ポイントを換金し、年度ごとに 5,000 円を限度として、評価

ポイント活用の申出者に対して介護支援ボランティア評価ポイント転換交付

金を交付するものとする。このとき管理機関は、「介護支援ボランティア評価

ポイント転換交付金交付決定通知書」を当該評価ポイント活用の申出者へ通

知する。 

５ 前項の介護支援ボランティア評価ポイント転換交付金交付決定通知書の様

式は、管理機関が別に定める。 

６ 介護支援ボランティア評価ポイント転換交付金の算定基準は、次のとおり

とする。 

評価ポイント 
介護支援ボランティア評価ポイ

ント転換交付金 

1,000ポイント 1,000円 

2,000ポイント 2,000円 

3,000ポイント 3,000円 

4,000ポイント 4,000円 

5,000ポイント 5,000円 
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 （地域支援事業交付金の活用） 

第９条 管理機関は、市が交付する地域支援事業交付金を介護支援ボランティ

ア評価ポイント転換交付金に充てるものとする。 

 （事業の委託） 

第１０条 市は、介護支援ボランティア事業の実施に当たって、必要な事務を管

理機関へ委託することができる。 

 （委任） 

第１１条 この要綱に規定するもののほか、介護支援ボランティア制度実施に

関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

   付 則 

 （施行期日）  

第１条 この要綱は、平成 19年９月１日から施行する。 

 （準備行為） 

第２条 介護支援ボランティア制度の施行に関し必要な行為は、施行日前にお

いても行うことができる。 

   付 則 

 この要綱は、平成 22年３月 31日から施行する。ただし、第１条の規定は、平

成 21年５月１日から適用する。 

付 則 

 この要綱は、平成 24年４月１日から施行する。 

   付 則 

 （施行期日） 

第１条 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の稲城市介護支援ボラン

ティア制度実施要綱様式第１号及び様式第４号による用紙で、現に残存する

ものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 
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様式第１号（第５条第２項関係） 

  年  月  日 

 

 稲城市長殿 

 

                   申請者 

                    住所 

                    団体名 

                    代表者         

                    電話 

 

稲城市介護支援ボランティア（事業・活動）指定申請書 

 

 稲城市介護支援ボランティアの対象として指定を受けたいので、稲城市介護

支援ボランティア制度実施要綱第５条第２項の規定に基づき申請します。 

 

記 

 

事業名  

 

 

活動内容 

 

 

 

活動場所  

活動人数          人（うち 65歳以上   人） 
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様式第２号（第５条第３項関係） 

  年  月  日 

 

  団体名 

  代表者        殿  

 

                     稲城市長       

 

稲城市介護支援ボランティア（事業・活動）指定・却下決定通知書 

 

     年  月  日付で申請のあった稲城市介護支援ボランティア（事

業・活動）指定申請については、下記のとおりとしたので通知します。 

 

記 

１ 以下のとおり指定する。 
指定年月日  

指定番号  

事業名  

 

 

活動内容 

 

 

 

活動場所  

活動人数          人（うち 65歳以上   人） 

 

２ 次の理由により却下する。 

却下理由 
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様式第３号（第５条第４項関係） 

    年  月  日 

 

  団体名 

  代表者        殿  

 

                     稲城市長       

 

稲城市介護支援ボランティア（事業・活動）指定取消決定通知書 

 

 下記の稲城市介護支援ボランティア（事業・活動）については、下記のとおり

指定を取り消す 

 

記 

 

取消年月日  
指定年月日  

指定番号  

事業名  

 

 

活動内容 

 

 

 

活動場所  

活動人数          人（うち 65歳以上   人） 

 

取消理由 
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様式第４号（第８条第１項関係） 

  年  月  日 

 

 稲城市長殿 

 

                   申出者 

                    住所 

                    氏名          

                    電話  

 

介護支援ボランティア活動評価ポイント活用申出書 

 

 私は、下記のとおり介護支援ボランティア手帳を添えて介護支援ボランティ

ア評価ポイントの活用を申し出ます。 

 

記 

 

被保険者番号  

氏  名  

蓄積評価ポイント数           ポイント 

活用希望ポイント数           ポイント 

差し引き残高ポイント数           ポイント 

 

   ※振り込み依頼先口座 

 銀行・信金 

信組・農協 

 本店・支店 

出張所 

預金の種類 1.普通 2当座  口座番号  

 

口座名義人 
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様式第５号（第８条第３項関係） 

  年  月  日 

 

 管理機関 殿 

 

                     稲城市長       

 

介護支援ボランティア活動評価ポイント活用申出伝達書 

 

 下記のとおり介護支援ボランティア活動評価ポイント活用の申出があり、当

該申出者に介護保険料の未納又は滞納が無いことを確認したので、介護支援ボ

ランティア手帳を添えて伝達します。 

 

記 

 

被保険者番号  

氏  名  

蓄積評価ポイント数           ポイント 

活用希望ポイント数           ポイント 

差し引き残高ポイント数           ポイント 

 

 

 

介護保険料の未納又は滞納が無いことの確認欄 

  年  月  日 

 

 申請者について、介護保険料の未納又は滞納がないことを確認いたしました。 

 

                      確認者 氏名      印 
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42 
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45 

 

 

 

介護支援ボランティア視察受入状況（視察受入状況：平成１９年７月以降

～令和５年３月末までのもの） 

  日付 訪問団体 職種 人数 

1 19.07.19 青森県八戸市   職員 3 

2 19.08.23 大阪府茨木市   議員 3 

3 19.08.28 愛知県稲沢市   職員 3 

4 19.08.30 愛知県豊橋市   職員 4 

5 19.08.31 東京都世田谷区   職員 2 

6 19.09.21 岡山県     職員 1 

7 19.10.03 鳥取県米子市   議員 9 

8 19.10.04 福岡県介護保険広域連合 職員 2 

9 19.10.11 大阪府柏原市   議員 3 

10 19.10.12 熊本県人吉市   議員 10 

11 19.10.15 三重県桑名市   議員 3 

12 19.10.18 神奈川県南足柄市   職員 5 

13 19.10.24 岐阜県多治見市   議員 8 

14 19.10.24 福島県喜多方市   職員 1 

15 19.10.25 新潟県燕市   議員 9 

16 19.10.31 沖縄県宜野湾市   議員 10 

17 19.11.01 東京都調布市   議員 1 

18 19.11.05 愛媛県八幡浜市   議員 9 

19 19.11.07 岡山県岡山市   議員 14 

20 19.11.13 愛知県刈谷市   議員 2 

21 19.11.14 愛知県一宮市   議員 12 

22 19.11.16 民主党東京都第 22区総支部 議員 18 

23 19.11.19 東京都清瀬市   議員 1 

24 19.11.19 神奈川県横浜市   職員 2 

25 19.11.20 岡山県井原市   職員 2 

26 19.11.22 福島県郡山市   職員 1 

27 19.12.20 大分県別府市   議員 1 

28 20.01.24 京都府宇治市   議員 12 

29 20.01.31 静岡県伊東市   議員 1 

30 20.02.05 新潟県三条市   議員 5 

31 20.02.06 香川県観音寺市   議員 2 

32 20.02.13 大阪府吹田市   議員 11 

33 20.02.14 兵庫県西宮市   議員 1 

34 20.02.14 福岡県福岡市   議員 1 

35 20.02.20 東京都     職員 3 

36 20.02.25 東京都八王子市   職員 3 

37 20.03.06 山口県下関市   職員 2 

38 20.05.09 神奈川県藤沢市   職員 9 

39 20.05.12 東京都東久留米市   議員 2 
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40 20.05.15 鹿児島県奄美市   議員 8 

41 20.05.21 富山県小矢部市   議員 6 

42 20.05.22 群馬県太田市   議員 4 

43 20.05.29 厚生労働省（東京都）   職員 10 

44 20.06.13 愛知県春日井市   職員 2 

45 20.06.30 東京都清瀬市   職員 4 

46 20.07.01 公明党高齢者ﾄｰﾀﾙｻﾎﾟｰﾄＰＴ 議員 6 

47 20.07.04 香川県東かがわ市   議員 7 

48 20.07.09 静岡県牧之原市   職員 6 

49 20.07.10 岩手県北上市   議員 9 

50 20.07.25 厚生労働省（東京都）   職員 1 

51 20.07.28 神奈川県横須賀市   職員 2 

52 20.07.29 奈良県香芝市   議員 3 

53 20.07.30 千葉県印西市   議員職員 7 

54 20.07.31 鹿児島県霧島市   職員 4 

55 20.07.31 鹿児島県     職員 2 

56 20.08.04 岐阜県羽島市   議員 10 

57 20.08.18 東京都新宿区   議員 2 

58 20.08.18 愛知県北名古屋市   議員 6 

59 20.08.20 岐阜県関市   議員 10 

60 20.08.22 宮崎県議会   議員 13 

61 20.08.25 群馬県邑楽郡明和町   職員 2 

62 20.08.25 山梨県甲府市   職員 3 

63 20.08.25 静岡県磐田市   職員 3 

64 20.09.09 静岡県掛川市   職員 2 

65 20.09.30 青森県三戸郡五戸町   議員 8 

66 20.10.02 静岡県掛川市   議員 11 

67 20.10.06 北海道余市町   議員 7 

68 20.10.07 千葉県浦安市   職員市民 12 

69 20.10.15 広島県福山市   職員 4 

70 20.10.20 愛知県尾張旭市   職員 3 

71 20.10.22 北海道帯広市   職員 2 

72 20.10.23 岩手県盛岡地区福祉連絡協議会 職員 12 

73 20.10.31 岐阜県可児市   議員 8 

74 20.10.31 千葉県流山市   職員 2 

75 20.11.13 埼玉県比企郡鳩山町   議員町長 15 

76 20.11.13 北海道苫小牧市   職員 1 

77 20.11.17 東京都立川市   議員 2 

78 20.11.18 東京都板橋区   議員 2 

79 20.11.18 千葉県成田市   議員 1 

80 20.11.18 千葉県香取市   議員 2 

81 20.11.26 鳥取県鳥取市   議員 8 

82 20.11.28 山形県天童市   職員 2 

83 21.01.14 長野県上伊那地方事務所 職員 1 

84 21.01.26 長野県千曲市   議員 6 
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85 21.02.02 長野県長野市   議員 2 

86 21.02.03 愛知県東浦町   議員 2 

87 21.02.03 愛知県阿久比町   議員 1 

88 21.02.04 東京都杉並区   議員 1 

89 21.02.06 岩手県八幡平市   議員 6 

90 21.02.10 京都府久御山町   議員 2 

91 21.02.10 京都府精華町   議員 2 

92 21.02.16 和歌山県九度山町   議員 11 

93 21.02.19 兵庫県加古郡稲美町   議員 3 

94 21.02.20 沖縄県宜野湾市   職員 2 

95 21.02.25 熊本県水俣市   職員市民 4 

96 21.02.26 千葉県多古町   民生委員 31 

97 21.04.03 大阪府交野市   議員 1 

98 21.04.17 鹿児島県鹿児島市   議員 1 

99 21.04.22 東京都調布市   職員 3 

100 21.04.30 千葉県我孫子市   議員 3 

101 21.05.12 埼玉県新座市   議員 4 

102 21.05.20 北海道苫小牧市   議員 2 

103 21.05.21 大阪府大阪狭山市   議員 2 

104 21.06.11 山口県山陽小野田市   社協職員 1 

105 21.07.03 秋田県鹿角市   議員 5 

106 21.07.15 静岡県袋井市   
職員・社協職

員 
2・社協 1 

107 21.07.30 埼玉県     職員 3 

108 21.080.3 山口県周南市   議員 5 

109 21.08.05 神奈川県相模原市   職員 5 

110 21.08.06 茨城県土浦市   職員 4 

111 21.08.31 三重県桑名市   職員 5 

112 21.09.04 埼玉県川口市   職員 2 

113 21.10.05 香川県高松市   議員 13(他随 2) 

114 21.10.07 鹿児島県薩摩川内市   議員 9(他随 1) 

115 21.10.09 佐賀県佐賀市   職員 1 

116 21.10.14 京都府八幡市   議員 7(他随 2) 

117 21.10.16 滋賀県彦根市   議員 4(他随 2) 

118 21.10.23 東京都北区   議員 2 

119 21.10.27 兵庫県加古川市   議員 8(他随 1) 

120 21.10.28 滋賀県草津市   議員 8(他随 2) 

121 21.11.05 沖縄県浦添市   議員 8(他随 1) 

122 21.11.06 福岡県北九州市   議員 2 

123 21.11.11 山口県下松市   議員 7(他随 1) 

124 21.11.16 広島県安芸郡府中町   議員 6(他随 2) 

125 21.11.16 山梨県富士吉田市   職員 8 

126 21.11.17 新潟県柏崎市   議員 7(他随 2) 

127 21.11.20 愛知県江南市   議員 1 

128 21.11.20 静岡県焼津市   職員 2 
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129 21.12.10 秋田県大曲仙北広域市町村県組合 職員 9 

130 22.01.22 愛媛県新居浜市   議員 1 

131 22.01.27 山形県三川町   議員 6 

132 22.01.28 愛知県小牧市   議員 3 

133 22.02.01 京都府長岡京市   議員 3 

134 22.02.10 福島県郡山市介護保険運営協議会 委員 8（他随 2） 

135 22.02.16 神奈川県大和市   職員 2 

136 22.02.22 宮城県柴田町   職員 2 

137 22.03.30 北海道旭川市   議員 1 

138 22.04.16 広島県東広島市   議員 2 

139 22.04.20 島根県浜田市   議員 9(他随 1) 

140 22.04.27 埼玉県所沢市   議員 3 

141 22.05.11 岩手県盛岡市   議員 11(他随 3) 

142 22.05.12 滋賀県長浜市   議員 2 

143 22.05.12 愛知県刈谷市   議員 2 

144 22.05.14 埼玉県伊奈町   議員 8 

145 22.05.18 山梨県北杜市   
職員・社協職

員 
計 10 

146 22.05.19 沖縄県石垣市   議員 7(他随 1) 

147 22.05.27 埼玉県鳩山町   
職員・社協職

員 
2・社協 2 

148 22.07.15 愛知県豊川市   議員 11(他随 2) 

149 22.07.21 滋賀県守山市   職員 7 

150 22.07.26 静岡県島田市   
職員・社協職

員 
3・社協 1 

151 22.07.27 宮城県岩沼市   議員 3 

152 22.07.28 広島県安芸高田市   
職員・社協職

員 
1・社協 1 

153 22.07.28 愛媛県新居浜市   議員 7(他随 2) 

154 22.07.30 埼玉県さいたま市   市長・職員 5 

155 22.08.02 京都府八幡市   議員 2 

156 22.08.02 京都府木津川市   議員 1 

157 22.08.02 京都府京田辺市   議員 2 

158 22.08.04 奈良県葛城市   議員 6(他随 2) 

159 22.08.05 長崎県長崎市   議員 1 

160 22.08.05 青森県八戸市   職員 1 

161 22.08.10 神奈川県平塚市   職員 2 

162 22.08.18 岐阜県各務原市   議員 3 

163 22.08.19 山形県河北町   議員 8(他随 3) 

164 22.08.20 埼玉県越谷市   
職員・社協職

員 
4・社協 4 

165 22.10.18 福岡県大牟田市   議員 5 

166 22.11.01 長崎県大村市   議員 5(他随 1) 

167 22.11.04 埼玉県越谷市   議員 1 

168 22.11.04 宮崎県宮崎市   職員 1 

169 22.11.05 東京都国分寺市   職員 3 

170 22.11.12 滋賀県近江八幡市   議員 10(他随 3) 
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171 22.11.15 埼玉県吉川市 
職員・社協職

員 
3・社協 2 

172 22.11.16 岐阜県垂井町   議員 6(他随 3) 

173 22.11.18 滋賀県大津市   議員 11 

174 22.11.19 愛知県豊田市   職員 1 

175 22.11.24 岩手県釜石市   議員 2 

176 22.11.24 岩手県花巻市   議員 1 

177 22.12.02 北海道幕別町   職員 2 

178 22.12.09 岩手県     職員 2 

179 22.12.22 高知県高知市   職員 3 

180 22.12.24 埼玉県新座市   
職員・社協職

員 

社福職員 

2・社協 1・社

福 2 

181 23.01.19 沖縄県沖縄市   議員 7(他随 1) 

182 23.01.27 広島県尾道市   議員 1 

183 23.01.27 兵庫県姫路市   職員 2 

184 23.02.09 福島県いわき市   職員 2 

185 23.02.09 岐阜県美濃加茂市   議員 12 

186 23.06.07 宮崎県宮崎市   議員 6 

187 23.07.04 北海道札幌市   議員 5 

188 23.07.05 大阪府豊中市   議員 9(他随 1) 

189 23.07.06 静岡県藤枝市   職員 3 

190 23.08.04 静岡県浜松市   職員 2 

191 23.08.04 鹿児島県西之表市   職員 
4(他県職員

1) 

192 23.08.05 福岡県北九州市   職員 2 

193 23.08.08 京都府城陽市   議員 7(他随 1) 

194 23.08.10 広島県呉市   議員 9(他随 2) 

195 23.08.24 鳥取県鳥取市   職員 2 

196 23.09.06 東京都多摩市   職員 2 

197 23.09.08 高知県     職員 2 

198 23.10.04 島根県松江市   議員 8(他随 1) 

199 23.10.07 長野県千曲市   議員 8(他随 1) 

200 23.10.07 大阪府豊中市   職員 2 

201 23.10.11 愛知県豊川市   議員 3 

202 23.10.13 石川県七尾市   議員 8(他随 1) 

203 23.10.12 岡山県新見市   議員 7(他随 2) 

204 23.10.19 新潟県燕市   議員 7(他随 1) 

205 23.11.01 埼玉県戸田市   議員 6(他随 1) 

206 23.11.09 滋賀県長浜市   職員 4 

207 23.11.10 北海道大雪地区広域連合 職員 5 

208 23.11.14 東京都三鷹市   議員 7(他随 2) 

209 23.12.20 群馬県伊勢崎市   議員 3 

210 23.12.22 愛知県半田市   議員 1 

211 24.02.07 兵庫県三木市   議員 3 

212 24.02.08 大分県中津市   議員 7 
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213 24.02.16 愛知県豊田市   議員 1 

214 24.02.20 鳥取県倉吉市   議員 8 

215 24.02.21 栃木県足利市   議員 3 

216 24.03.08 福岡県古賀市   職員 1 

217 24.05.08 千葉県八街市   議員 14(他随 2) 

218 24.05.10 高知県高知市   議員 2 

219 24.05.16 東京都調布市   議員 1 

220 24.05.21 新潟県胎内市   議員 6(他随 1) 

221 24.05.28 愛知県春日井市   議員 2 

222 24.07.05 神奈川県伊勢原市   議員 7(他随 1) 

223 24.07.10 佐賀県伊万里市   議員 8(他随 1) 

224 24.07.13 神奈川県小田原市   職員 1 

225 24.07.19 北海道芽室町   職員 4 

226 24.07.19 北海道豊富町   職員 3 

227 24.07.23 兵庫県尼崎市   議員 4 

228 24.07.26 長野県長野市   議員 5 

229 24.07.30 秋田県横手市   議員 1 

230 24.08.10 大阪府摂津市   議員 6(他随 2) 

231 24.10.01 愛知県日進市  議員 1 

232 24.10.04 京都府福知山市  議員 6(他随 1) 

233 24.10.19 富山県魚津市   議員 6(他随 2) 

234 24.10.23 長野県坂城町・飯綱町・飯山市  議員 3 

235 24.11.07 山形県東根市   議員 4 

236 24.11.16 愛知県日進市   議員 3 

237 24.12.12 長崎県大村市   職員 1 

238 25.01.23 山形県鶴岡市   議員 3 

239 25.01.25 愛知県蒲郡市   議員 3 

240 25.01.30 茨城県牛久市   議員 6(他随 1) 

241 25.02.07 岩手県盛岡市   議員 2 

242 25.02.15 北海道恵庭市   職員 1 

243 25.04.23 滋賀県大津市   議員 5 

244 25.07.10 愛媛県新居浜市   議員 7(他随 2) 

245 25.07.16 愛媛県西予市   議員 6(他随 3) 

246 25.07.24 滋賀県野洲市   職員 3 

247 25.07.25 千葉県香取市   議員 8(他随 2) 

248 25.07.26 愛知県津島市   議員 6(他随 2) 

249 25.08.09 富山県南砺市   議員 9 

250 25.10.07 愛知県一宮市   議員 9(他随 4) 

251 25.10.08 大分県日田氏   議員 6(他随 2) 

252 25.10.01 茨城県つくば市   職員 7 

253 25.11.13 石川県小松市   議員 6(他随 1) 

254 25.11.08 埼玉県神川町   議員 12(他随 1) 

255 25.10.23 福岡県みやま市   議員 6(他随 1) 

256 25.10.21 高知県土佐市   議員 8(他随 1) 

257 25.10.10 福井県敦賀市   議員 7(他随 1) 
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258 25.10.30 山口県下関市   議員 1(他随 1) 

259 25.10.22 熊本県合志市   職員 2 

260 25.11.11 
千葉県 

市川市、鎌ヶ谷市、浦安市 
 議員 3 

261 25.10.23 福岡県みやま市   議員 5(他随 1) 

262 25.11.13 石川県小松市   議員 6(他随 1) 

263 25.11.19 佐賀県伊万里市   議員 4 

264 25.10.24 愛知県安城市   職員 1 

265 25.11.07 愛知県長久手市   職員 6 

266 26.02.06 新潟市社会福祉協議会  職員 4 

267 26.05.21 埼玉県児玉郡神川町  職員 7～8 

268 26.06.16 日本テレビ  職員 2 

269 26.07.04 石川県健康福祉部（講師登壇）  職員 80 

270 26.07.22 山口県下松市  議員 11 

271 26.07.25 吉祥寺西地域福祉活動推進協議会  職員 25 

272 26.07.25 北海道音更町地域包括支援センター  職員 2 

273 26.07.31 宮城県女川町  議員 9 

274 26.08.01 長野県中野市  議員 6（他随 1） 

275 26.08.05 （株）道銀地域総合研究所  職員 2 

276 26.08.08 山口県光市  職員 4 

277 26.08.29 神奈川県藤沢市  議員 1 

278 26.09.29 山口大学大学院  学生 1 

279 26.10.07 北海道釧路郡釧路町  職員 2 

280 26.10.07 沖縄県糸満市  議員 5 

281 26.10.09 佐賀県鳥栖市  職員 2 

282 26.10.09 宮城県利府町  議員 8 

283 26.10.15 富山県砺波市  議員 8 

284 26.10.27 三重県伊勢市  議員 4 

285 26.11.05 長野県東御市  職員 7 

286 26.12. 青森県西津軽郡鯵ヶ沢町  職員  

287 27.01.20 広島県府中市  議員 8 

288 27.02.19 千葉県長生村社会福祉協議会  職員 30 

289 27.02.03 滋賀県草津市草津未来研究所  職員 1 

290 27.02.20 三重県伊勢市  職員 4 

291 27.03.10 北海道足寄郡足寄町  職員 3 

292 27.06.08 東京都武蔵野市  職員 3 

293 27.07.17 特別区協議会  職員 4 

294 27.07.23 広島県福山市  議員 10（他隋 2） 

295 27.08.20 慶応義塾大学  学生 1 

296 27.09.08 日経ＢＰクリーンテック研究所  職員 12 

297 27.10.07 千葉県富里市  議員 9（他隋 3） 

298 27.10.21 北海道幕別町  議員 7（他隋 2） 

299 27.10.28 北海道長沼町  議員 9 

300 27.10.30 愛知県半田市  議員 7（他隋 2） 

301 27.11.11 福岡県春日市  議員 6（他隋 1） 
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302 27.11.17 新潟県湯沢町  議員 9（他隋 2） 

303 28.01.14 北海道帯広市  職員 5 

304 28.02.10 岡山県早島町  議員 10（他隋 1） 

305 28.04.28 厚生労働省  職員 3 

306 28.05.12 福岡県志免町  議員 9 

307 28.05.19 北海道美幌町  議員 8 

308 28.06.21 株式会社リクルート住まいカンパニー  社員   

309 28.06.28 厚生労働省  職員 4 

310 28.06.29 岩手県奥州市  職員 4 

311 28.07.07 新潟県燕市  議員 10 

312 28.07.20 石川県白山市  議員 9 

313 28.08.10 福島県須賀川市  職員 2 

314 28.09.12 京都大学財政研  学生 18 

315 28.10.06 岐阜県垂井町  職員 4 

316 28.10.19 登別市社会福祉協議会  職員 3 

317 28.10.24 熊本県菊池市  議員 8 

318 28.11.01 愛知県大府市  議員 8 

319 28.11.09 岡山県玉野市  議員 10 

320 28.11.16 長野県宮田村  議員 6 

321 28.11.22 宮崎県木城町  議員 7 

322 28.12.20 東京都中野区  議員 5 

323 29.01.27 岩手県釜石市  議員 2 

324 29.01.30 宮崎県えびの市  議員 7 

325 29.02.07 富山テレビ  社員   

326 29.06.01 岩沼市民生児童委員  民生委員 36 

327 30.04.19 NHK  社員 1 

328 30.04.26 NHK  社員 3 

329 30.05.16 宮城県亘理町  議員 7 

330 30.05.22 香川県観音寺市  議員 7 

331 30.07.17 兵庫県  議員 1 

332 30.07.18 愛知県扶桑町  議員 8 

333 30.08.08 愛知県豊田市  議員 2 

334 30.10.09 愛知県額田郡幸田町  職員 2 

335 30.10.10 福島県本宮市  職員 5 

336 30.10.17 静岡県三島市  議員 2 

337 30.10.18 日立システムズ  社員 5 

338 30.10.29 九州産業大学経済学部  准教授 1 

339 30.10.31 宮城県蔵王町  議員 7 

340 30.11.13 大阪府泉佐野市  議員 11 

341 30.11.14 山口県美祢市  議員 5 

342 31.01.21 台湾私立朝陽科技大学  准教授 1 

343 31.01.25 沖縄県那覇市  議員 7 

344 31.03.14 宮崎県小林市  職員 5 

345 31.05.13 SOMPO Digital Lab, Inc  CEO 1 

346 01.07.16 関東信越厚生局・関東経済産業局  職員 5 
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347 01.08.29 船橋市ボランティア団体  市民 10 

348 01.10.03 東三河広域連合議会  議員 15 

349 01.10.09 山形県米沢市  議員 9 

350 01.10.29 静岡県静岡市  議員 2 

351 01.11.08 沖縄県豊見城市  議員 8 

352 01.11.14 静岡県富士市  議員 4 

353 02.01.08 デロイトトーマツ   1 

354 02.01.30 海城中学 2年生  学生 1 

355 02.02.04 大阪府箕面市  議員・職員 9 

356 04.07.26 岐阜県高山市  議員・職員 8（他隋 2） 

357 04.10.27 くすのき広域連合議会  議員・職員 4（他隋 2） 

358 05.01.17 兵庫県高砂市  議員 2 

※網掛けは職種が議員の団体 
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